
東京都生活文化局消費生活部

「景品表示法」と「特定商取引法」の法令遵守に関するアンケート集計（概要）

東京都では、事業者の方々の景品表示法及び特定商取引法に関する法令遵守意識について実態を

知るため、事業者団体のご協力を得て、アンケート調査を実施しました。

－アンケート調査の実施概要－

《1》調査目的

消費者が適切に商品・サービスの選択ができる健全な市場を目指す東京都の施策検討のため、主に、

「景品表示法」及び「特定商取引法」の２つの法令（以下、「２つの法令」という。）に対する取組

を中心に、事業者の法令遵守活動の実態について調査した。

《2》調査対象

東京都に所在する事業協同組合を中心とする中小企業団体及び全国組織の事業者団体 計 549 機

関（一部民間企業）。

抽出に当たり、消費者との接点がある「景品表示法」「特定商取引法」に関わりがある等を考慮し

た。

《3》調査方法・期間

調査方法：郵送法によるアンケート調査（※9月下旬よりフォームメールでの回答も可能と

した）

調査期間：平成 26年 9 月 2 日～10 月 3 日

《4》調査の回答数（平成 26年 10 月 3日時点）

回収結果：総返信数 259 機関（回収率 47.2％）

（参考）

○対象となる表示

事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に関して、消費者に対して行うすべての広告・表示

雑誌、インターネット等で行う広告、見本のほか、口頭による説明、商品本体の

表示も対象

○不当表示とは

①優良誤認・・・商品・サービスについて実際よりも著しく優良であると誤認させる

（例：「カシミヤ 100％」と表示していたが、実際にはアクリル 100％の商品であった）

②有利誤認・・・価格や取引条件に関して実際よりも著しく有利であると誤認させる

（例：「今だけ○割引」と表示しながら、「今」に限らず常時○割引していた）

今回の調査では、中でも幅広く事業者が参入しやすい「通信販売」を対象としています。

「通信販売」においては、消費者が使用する媒体（雑誌、インターネット等）に、販売店名、連絡先など必ず記載

しなければいけない事項を定め、申込内容及び返品制度について消費者が確認できるよう表示方法等にかかる決

まりが定められています。
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－法令遵守の取組について－

《２つの法令遵守の取組》

〈設問〉「景品表示法」と「特定商取引法」という 2つの法令について、法令遵守のため、事業者

団体として何らかの取組を行っていますか。取組んでいる場合の開始時期はいつごろですか。

《２つの法令遵守の取組内容》

〈設問〉2つの法令遵守のため、取組んでいることは何ですか。（複数回答可）

58.0%

65.6%

42.7%

7.6%

34.4%

4.6%

32.1%

23.7%

28.2%

5.3%

5.3%

13.7%

23.7%

14.5%

3.8%

9.2%

2.3%

2.3%

9.9%

5.3%

0.8%

67.9%

0% 20% 40% 60% 80%

１．自主基準を策定している

２．会報等による会員に情報提供をしている

３．研修会・講習会を実施している

４．会員企業に専門家を派遣し説明等をしている

５．会員向け相談窓口を設置している

６．相談会を実施している

７．公正取引協議会への参加をしている

８．法令遵守の担当者がいる（兼任含む）

９．会員に対するモニタリング活動をしている

１０．その他

無記入

(N=131)2つの法令遵守の取組内容

①「景品表示法」 ②「特定商取引法」

取組んでい

る

50.6%

取組んでい

ない

42.1%

無記入

7.3%

2つの法令遵守の取組 (N=259)

（109） （131）

取組んでいる団体の中で

1年以内

4.6% 3年以内

6.1%

5年以内

3.8%

5年以上前

から

71.8%

時期無回

答

13.7%

取組開始時期 (N=131)
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《自主基準策定の状況》

〈設問〉2つの法令遵守に関して貴団体における自主基準策定の状況をお答えください。(複数回答可）

《2 つの法令遵守の取組のきっかけ》

〈設問〉貴団体が 2つの法令遵守の取組をはじめたきっかけについてお答えください。（複数回答可）

《今後力を入れていきたい取組》

〈設問〉貴団体に加盟する事業者全体が 2つの法令遵守の意識をより高められるよう、

今後力を入れていきたい取組をお答えください。（複数回答可）

57.9%

39.5%

26.3%

9.2%

2.6%

3.9%

16.7%

61.1%

27.8%

27.8%

0.0%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80%

1. 公正競争規約

2. ガイドライン

3. 申し合わせ

4. 倫理綱領等

5. その他

6. 無記入

自主基準策定の状況

①「景品表示法」（N=76）

②「特定商取引法」（N=18）

44.3%

43.5%

24.4%

21.4%

18.3%

16.0%

8.4%

3.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

上部団体又は国からの要請があったため

会員の要望があったから

ニュース等で社会情勢の変化を感じたため

役員等の提案があったため

その他

業界内での事故、事件があったため

会員に対して行政指導が入ったため

無記入

2つの法令遵守の取組のきっかけ (N=131)

※前ページの取組内容の設問で「1.自主基準を策定している」と回答された中で集計

10.7%

58.0%

48.1%

12.2%

17.6%

5.3%

12.2%

20.6%

6.9%

13.7%

4.6%

22.9%

19.1%

3.8%

6.1%

2.3%

2.3%

4.6%

2.3%

66.4%

0% 20% 40% 60% 80%

1. 自主基準を策定する

2. 会報等による情報提供をする

3. 研修会・講習会を実施する

4. 専門家を派遣し説明等をする

5. 会員向け相談窓口の設置する

6. 相談会を実施する

7. 公正取引協議会への参加促進

8. 会員に対するモニタリング活動をする

9. その他

無記入

(N=131)今後力を入れていきたい取組

①「景品表示法」 ②「特定商取引法」
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《法令遵守に取組んでいない理由》

〈設問〉貴団体が取組んでいない理由をお答えください。（複数回答可）

《今後の意向》

〈設問〉貴団体における 2つの法令遵守の取組について今後の意向をお聞かせください。(1 つだけ)

53.2%

34.9%

24.8%

22.9%

18.3%

11.9%

11.0%

8.3%

6.4%

4.6%

3.7%

1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

会員に対応を任せている

業界として問題が発生していない

その他

業界や事業者にとって、守るべき法律としての優先順位が低い

消費者との接点がない

既に業界としてのルールが定着しており、新たに取り組む余地がない

業界として、必要性に対する認識が低い

組織として取り組む体制（予算、人員等）が十分できていない

上部団体が指導・取組を行っており、当団体としては必要がない

専門知識がないので十分な取組ができない

どんな取組をして良いかが分からない

無記入

法令遵守に取組んでいない理由 (N=109)

※最初の設問で「取組んでいない」と回答した109票に「不明（無記入）」からの回答8票と複数回答者の14票が加わり計133票での集計としている

手本となる先行事

例があれば、参考

にして取り組みた

い 5.3%
方法を教えてもら

う機会があれば取

り組みたい 1.5%

会員からの要望が

あれば取り組みた

い 39.8%

社会的な問題が発

生した場合は取り

組みたい 8.3%

会員に対して消費

者からの苦情や意

見が増えた場合は

取り組みたい

10.5%

監督官庁や親会

社、上部団体等か

らの要請があれば

取り組みたい

6.8%

その他 3.8%
取り組む予定はな

い 21.8%

無記入 2.3%

今後の意向 (N=133)
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